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質問回答書 

 

No 質問項目 質問内容 回答 

１ 実施要領 

１１企画提案

⑵ 

事業者を特定できる表現とは、

どのような表現と考えれば宜

しいですか。 

 

審査の公平性を考慮するために、提

案者が特定できるような住所、電話

番号、代表者名等を企画提案書の文

書内に記載しないでください。 

２ 実施要領 

様式３ 

様式３業務実績は、一契約ごと

に一枚とする考えで宜しいで

すか。 

お見込みのとおりです。 

３ 実施要領 

様式４ 

様式４の業務経験年数の雇用

期間は、雇用保険の加入期間等

外部の機関での証明が必要で

すか。 

雇用保険加入期間を示す証明は必

要ありません。処理施設の維持管理

に携わった業務経験年数が分かる

ように従事場所及び期間の経歴を

記載してください。 

４ 実施要領 

様式４ 

要求水準書別

紙８ 

政令１５条の３は、副総括責任

者も該当すると考えますか。

（表８－１の準ずるの解釈） 

様式４の下水道法施行令第１５条

の３に規定する有資格者欄にはお

見込みのとおり副総括責任者も含

めた人数を記載してください。 

５ 要求水準書 

1.4対象施設 

処理能力についてお尋ねしま

す。各浄化センターの処理方式

別の能力が不明です。標準法、

高度処理別の能力はどのよう

になっていますか。 

処理方式別の処理能力は以下のと

おりです。 

東部浄化センター 

１系：凝集剤併用型ステップ流入式

２段硝化脱窒法 

４,０００㎥/日 

２系：標準活性汚泥法 

８,３００㎥/日 

西部浄化センター 

１系：標準活性汚泥法 

８,６００㎥/日 

２系：凝集剤併用型ステップ流入式

３段硝化脱窒法 

４,８００㎥/日 



６ 要求水準書 

別紙５ 

電力原単位の電力量は、電力会

社または浄化センターロガー

値により算出する方法のどち

らで計算するべきですか。 

電力量は浄化センターロガー値に

より算出してください。 

７ 要求水準書 

1.5業務範囲 

今期契約期間中、浄化センター

で施設設備の停止等を伴う修

繕、改造の有無についてご教示

願います。 

参考資料８に記載した修繕、工事の

対象設備は修繕・工事期間中に一時

的な設備停止を想定しています。 

８ 要求水準書 

3.5 備品、消

耗品等の調達

管理業務 

社会情勢の急変により、物資等

の調達が困難になることが考

えられます。 

別紙７リスク分担・責任分担のとお

り、不可抗力に当たらない限り受託

者が責任をもって物品調達を実施

し、在庫の管理や調達手配の方法を

提案してください。 

９ 図面番号１７ 

東部浄化セン

ター目的外使

用範囲図 

東部の目的外使用部の管理は

どのようになりますか。 

東部浄化センターでは図面に示す

範囲を尾張旭市環境事業センター

に目的外使用で貸し出しており、範

囲内の維持管理は環境事業センタ

ー負担となるため、本業務には含ま

れません。詳細については別途協議

といたします。 

10 要求水準書 

別紙４ 

西部の日最大流入量が１,００

０㎥/日増加していますが、処

理区域の拡大によるものと考

えて宜しいですか。 

流入予測水量の増加はお見込みの

とおり処理区域の拡大によるもの

です。 

11 要求水準書 

別紙４ 

東部は、５００㎥/日増加して

いますが、処理区域の拡大によ

るものと考えて宜しいですか。 

流入予測水量の増加はお見込みの

とおり処理区域の拡大によるもの

です。 

12 要求水準書 

別紙１３ 

報告書の提出は、別紙１３の内

容を網羅したもので宜しいで

すか。指定の様式によるものと

考えるべきですか。 

別紙１３の記載内容が網羅されて

いれば様式は問いません。 



13 要求水準書別

紙２１ 

別紙２１のユーティリティー

で令和１１年度の活性炭が記

載されていません。今回契約中

は取り換えがないものと考え

て宜しいですか。 

活性炭の取替えは毎年度下半期に

実施するため、令和８年度から１０

年度は下半期に取替えの実施が業

務に含まれますが、令和１１年度は

上半期までが業務期間であるため

活性炭の取替えは想定しておりま

せん。ただし、悪臭防止法の規制値

を遵守できるように管理してくだ

さい。 

14 要求水準書 

3.5 備品、消

耗品等の調達

管理業務 

初範の情勢により、薬品費等が

高騰した場合はその都度契約

の見直しがありますか。 

契約書案第２７条「賃金又は物価の

変動に基づく委託料の変更」にある

とおり、条件により協議の上委託料

の調整を決定します。 

 


